
奈
良
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
施
術
者
の
指
定
を
し
た
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称
及
び
所
在
地

指
定
年
月
日

森

広
治

み
き
整
骨
院

平
成
二
十
五
年
九
月
二
日

大
和
高
田
市
幸
町
七
ー
三
四

森
本

ビ
ル
一
階

木
内

康
仁

明
快
整
骨
院

平
成
二
十
五
年
九
月
一
日

橿
原
市
内
膳
町
一
ー
三
ー
一
〇

陽

光
ビ
ル
一
階

渡
邊

明
子

心
日
和
（
訪
問
）

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

大
和
郡
山
市
小
泉
町
三
六
二
八
ー
四

宮
澤

弥
生

心
日
和
（
訪
問
）

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

大
和
郡
山
市
小
泉
町
三
六
二
八
ー
四

吉
田

幸
紀

よ
し
だ
整
骨
整
体
院

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日

大
和
郡
山
市
新
紺
屋
町
二
二
番
地

山
崎

賢
一

北
生
駒
整
骨
院

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

生
駒
市
真
弓
二
丁
目
五
ー
一

奥
野

剛
志

Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｕ
ｔ
ｈ
整
骨
院

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

生
駒
市

町
七
五
二
ー
三

一
階
Ｃ



髙
安

燿
丞

こ
こ
か
ら
整
骨
院

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

香
芝
市
瓦
口
二
二
八
八

セ
イ
ワ
ビ

ル
一
階


		2013-11-21T11:07:17+0900
	naraken.




